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論文の内容の要旨 
  
 本論文は、日本経営者団体連盟（以下、日経連）及び日本経済団体連合会（以下、日本

経団連）のとってきた賃金政策を定期昇給に重点を置いて歴史的に分析したものである。

分析の焦点は、経営側がどのような理由で定期昇給を維持してきたかを、時代ごとに明ら

かにすることに当てられる。分析に当たっては、次のような枠組みに基づいた。経営側の

賃金管理を賃金水準管理と賃金格差管理にわけ、なおそれぞれを集団的管理と個別的管理

に分類した。そして、これらの管理を個別企業単位で実施されるミクロ的なものと、社会

的あるいは全国的な範囲で行われるマクロ的なものに分けた。このように分類したうえで、

戦後からいまにいたるまでの時代ごとに、経営側がどのような側面に留意しながら、定期

昇給を賃金管理の柱として活用したのかを解明したのである。分析のための資料としては、

日経連と日本経団連の公刊資料及び内部資料に依拠した。本論文の基本的な構成を示すと、

次のとおりである。 
 
序章 
第１章 先行研究と分析枠組み 
Ⅰ．日経連の賃金政策に関する先行研究 
Ⅱ．本論文の分析枠組み 
第２章 経営権としての定期昇給と職務給の導入―1950 年代～1960 年代― 
Ⅰ．経営権としての定期昇給 
Ⅱ．職務給と定期昇給―妥協と共存のプロセス― 
第３章 生産性に基づく賃金決定と定期昇給―1969 年～1989 年― 
Ⅰ．生産性基準原理の時代（1969 年～1982 年） 
Ⅱ．1980 年代の議論―支払能力・新職能資格制度と定期昇給― 
第４章 雇用の多様化がもたらす賃金体系の変化と定期昇給―90 年代から現在まで― 
Ⅰ．総額人件費管理の強化と雇用の多様化への対応―1990 年～2002 年― 
Ⅱ．「仕事・役割・貢献度を基軸とした賃金制度」の成立と課題―2002 年から現在まで― 
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 第１章では、先行研究の検討をふまえ、本論文の分析枠組みを提示した。先行研究とし

ては、1950 年代からそれぞれの時代について日経連の賃金政策を扱っているものを主に取

り上げた。これらの研究は、たとえば能力主義管理のように、日経連・日本経団連の政策

の中でもその後の日本企業の賃金制度に大きな影響を与えたものに分析が集中する傾向が

あり、定期昇給に焦点を当てながら経営側の賃金政策を時系列的に検討した研究はあまり

存在しないという。これに鑑み、先行研究の空白を埋めるためにも、日経連に代表される

日本の経営者の賃金政策なかんずく定期昇給について分析のメスを入れるべきとし、その

ための用具として前述した分析枠組みを提示した。すなわち、賃金水準と賃金格差それぞ

れの集団的管理と個別的管理およびこれらの管理のミクロ的な領域とマクロ的な領域にお

いて経営者の政策がどのように展開されたかを見るべきというのである。 
 第２章から第４章までは具体的な歴史分析である。第２章では、終戦後から 1960 年代末

までの時代について論じた。この時期の前半は、労働者側によるベース・アップ要求に対

して、それを阻止すべく日経連が定期昇給による賃上げを提起して、それを経営側に広く

推奨した時代である。その前提としてあったのは、定期昇給は内転原資により賄われるた

め、企業の財務的追加負担はほとんどないという考え方であった。ただし、定期昇給の導

入は、賃上げの抑制だけを意図したものではなく、査定による職場内秩序の形成・維持を

狙ったものでもあった。定期昇給は、「経営権」を奪還するための土台として位置づけられ

たのである。この時期の後半において日経連は、従業員間の「同一労働同一賃金」を目指

して職務給を提唱した。そのため、定期昇給は一時期否定的に扱われた。しかし、結局定

期昇給は、職務給と「併存給」もしくは「混合給」という形で存続し、やがて職務給自体

が日本での限界を指摘されるようになる。その理由としては、経営側が「経営権」として

獲得した定期昇給なかでも考課的昇給と、職務遂行能力を基本とする資格制度の概念が企

業に広く伝播したために、職務給が純粋な形で企業に受け入られることが難しかったこと

が取り上げられる。 
 第３章では、1970 年代から 1980 年代末までの時期を検討した。前半の 1970 年代におい

ては、オイルショックを契機とする急激な賃金上昇に対していかに対応するかが、経営側

の最大の関心事であった。日経連は 1969 年に生産性基準原理を提唱して賃金水準の抑制に

全力を傾注し、その成果もあって賃金上昇圧力は 70 年代後半には鎮静化した。なお、この

時期において日経連が賃金体系として推奨したのは、本来の定義に比べれば厳密さを欠く

職能給であった。「能力の伸張に応じて賃金も上昇する」という能力主義に基づいた職能給

は、定期昇給との併存が可能であった。後半の 1980 年代においては、賃上げにおけるベー

ス・アップの比率が低下し、定期昇給の比率が相対的に高まる中、従業員の高齢化や定年

延長の動きが生じ、定期昇給についても内転原資によるのではなく、支払能力論すなわち

従業員 1 人当たりの付加価値労働生産性に基づいた運用が求められるようになった。なお、

賃金体系に関しては、定期昇給は引き続き「新職能資格制度」に基づいた職能給と併存す

るも、90 年代が近づくにつれて賃金管理の個別的管理への指向が強まり、考課的昇給の比

重が高まっていくことになった。 
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第４章では、1990 年代から現在までを分析した。この時期の前半は、バブルの崩壊とグ

ローバル競争の激化に伴い、日本企業は賃金制度の抜本的な見直しに迫られ、「成果主義」

の導入が各社で試みられた。日経連は 1995 年に公表された『新時代の「日本的経営」』に

おいて、総額人件費管理に基づく「雇用ポートフォリオ」を前面に打ち出し、合わせて定

期昇給の見直しを提言した。正規従業員と非正規従業員を区別し雇用の多様化をはかると

ともに、賃金管理の個別化をより進めようとしたのである。そのために、2002 年には「多

立型賃金制度」を提案した。この賃金制度において定期昇給はあくまでも正規従業員だけ

に適用され、非正規従業員の処遇は正規のそれと明確に区別された。後半の 2000 年代に入

ると、日本経団連は 2007 年に「仕事・役割・貢献度」に基づいた賃金制度を提唱した。こ

れは「職務給に近い職能給」とも言えるものであって、定期昇給については、考課的昇給

は残すものの機械的昇給は停止すべしというものとなった。 
最後に終章では、定期昇給が戦後一貫して日本の賃金体系の底流に存在してきたことを

ふまえ、それは経営側の定期昇給に対する思い入れの強さによるが、ただし日経連・日本

経団連が定期昇給に付与してきた意味づけは時代ごとに異なると結論付けた。そのうえで、

定期昇給の今後について展望した。従業員の格付け・評価ができる外部労働市場が発達し

ない限り、格付け・評価の機能を担う定期昇給は存続するだろうが、ただし、定期昇給が

正規従業員と非正規従業員との格差の要因となっている以上、マクロ的な意味での賃金格

差という側面でその公正さが問われるだろうというのである。 
 

論文審査の結果の要旨 
 

 本論文は、いくつかの点でその学術的意義が評価できる。その一つは、日経連及び日本

経団連の賃金政策の変遷を客観的な資料に依拠して論じたことである。本論文で活用する

資料は、春闘などの際に経営側のポジション・ペーパーとして日経連が公表した提言・意

見書や、企業の人事労務の実務担当者の春闘対策向けに発行された『賃金交渉の手引き』

などの公式文書のほか、日経連月刊誌の『経営者』に掲載された論文、日経連機関紙の『週

刊日経連タイムス』に載せられた記事、職能給や職能資格制度などについて日経連が刊行

した書籍、「定期賃金調査」などの統計資料、そして「労政資料」など日経連が会員企業向

けに発行した内部資料などを含む。これらを豊富に使い、日経連及び日本経団連の賃金政

策の内実とその変化に迫ったのは、本論文の特長の一つである。 
 もう一つは、日経連・日本経団連の賃金政策における定期昇給の重要性を明らかにした

ことである。本論文は、賃金管理の内実を賃金水準と賃金格差それぞれの集団的管理と個

別的管理に分け、なお個別企業単位のミクロ的な領域と社会的・全国的な範囲のマクロ的

な領域に分類したうえで、定期昇給がこれらの賃金管理のすべての側面に深くかかわって

いることを解明した。さらに、そのかかわりが一枚岩のようなものではなく時代ごとに異

なり、経営側がその都度定期昇給に託しようとした役割には変化があったことを浮き彫り

にした。戦後定期昇給が担ってきた役割のダイナミズムに関しては、いままでの研究で十

分探求されてきたとは言えず、これを解明したことは高く評価すべき点である。 

 本論文は、事実の解釈においてもいままでとは違う論点を提起しており、興味深い。第
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一に、1950 年代における定期昇給の役割を考課的昇給の導入と関連付けて解釈した。従来

の研究では、労働者側のベース・アップ要求に対する経営側の対抗措置として、すなわち

賃金水準管理の側面から定期昇給を考察するきらいがあった。これに対し、本論文では、「従

業員に対する考課に基づく企業内秩序の維持」という役割を担うものとして日経連が定期

昇給を提唱したとみるのである。 
第二に、日本企業による職能給の導入・定着を考課的昇給と深くかかわるものとして解

釈した。従来の研究では、いわゆる能力主義的な賃金体系の成立を「職務給から職能給へ」

として把握する傾向が強かった。これに対し、本論文では、日本の場合職務分析のしづら

い点は認めつつも、定期昇給が個別的管理の手法としての考課的昇給を含んでいたことが

職務給との共存を難しくし、経営側はこの考課を重視したがゆえに職務給の導入を積極的

に進めなかったと解釈する。説得力のある主張と言えよう。 
第三に、マクロ的な側面で定期昇給の担った役割を浮き彫りにした。従来の研究では、

1980 年代以降の定期昇給の役割に関してはあまり追究されなかった。これに対し、本論文

では、定期昇給がマクロ的な意味での賃金水準を律する役割を本格的に担うようになった

のは 1980 年代以降であるという立場に立って、その根拠として生産性基準原理が支払能力

論に結びついた事実を取り上げる。すなわち、従業員構成の高齢化や定年延長の動きなど

により、いわゆる昇給基準線に基づく内転原資論が立ち行かなくなるなかで、日経連は定

期昇給さえも各社の支払能力に依拠して行なうように提唱したというのである。 
第四に、近年における日本経団連の賃金政策、特に「仕事・役割・貢献度を基軸とした

賃金制度」を社会的な賃金格差問題と関連付けて解釈した。従来の研究では、この新な賃

金制度は主に「成果主義」的な側面と関連付けて論じられた。これに対し、本論文では、

この賃金制度が考課・査定に基づいて賃金を決定するものである以上、その機能を担う考

課的昇給を重視せざるを得ないが、その昇給の仕組み自体が非正規従業員には適用されな

いことに留意する。つまり、いまや雇用者全体の 4 割を近くまでになった非正規従業員が

昇給の枠外にあることに鑑み、社会的格差の形成・維持にあずかる定期昇給の役割に関し

て、改めて検討すべきことを主張するのである。 

 総じて本論文は、先行研究に照らしての課題設定、課題に迫るための分析枠組みの用意、

それに基づく資料の解釈という点において平均以上のレベルに達しており、著者が独立し

た研究者として自らの領域を切り開くのに十分であることを示すものといえる。むろん、

問題はあり、審査においては次のようなことが指摘された。一つ目に、本論文では外部労

働市場の未発達が機械的昇給を容認したと主張しているが、これに関しては十分実証され

たとは言えず、より探求すべきである。二つ目に、つまるところ日本の経営側が定期昇給

を維持した理由とされる、勤続年数の長い人がより高い賃金を得るような従業員秩序、す

なわち「年功的」な秩序の形成要因を明らかにしなければならず、これについてより掘り

下げるべきである。三つ目に、先行研究をより綿密に検討し、本論文の果たしている学術

上の貢献を体系的に示すべきである。ただし、これらの指摘は基本的に今後の課題という

べきで、審査委員会は全会一致で、本論文が博士（経済学）学位の要件を十分満たしてい

ると判定した。 


